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第４８回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  令和４年１２月６日（火）１４：００～１５：２５ 

 

２．場 所  中央合同庁舎８号館６階６２３会議室 

 

３．出席者  内閣府原子力委員会 

        上坂委員長、佐野委員、岡田委員、青砥参与、畑澤参与 

       内閣府原子力政策担当室 

        進藤参事官、梅北参事官 

       東京大学大学院 工学系研究科 

        出町准教授 

 

４．議 題 

 （１）「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた検討について 

 （２）上坂原子力委員会委員長の海外出張報告「ＩＡＥＡカンファレンス２０２２「Ｉｎｔ

ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｔｏｐｉｃａｌ Ｉｓｓｕｅ

ｓ ｉｎ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ Ｓａｆｅｔｙ－Ｓｔｒｅｎ

ｇｔｈｅｎｉｎｇ Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ ａｎｄ Ｉｎ

ｎｏｖａｔｉｖｅ Ｒｅａｃｔｏｒ Ｄｅｓｉｇｎｓ－」」について 

 （３）Ｊａｐａｎ－ＩＡＥＡ原子力エネルギーマネジメントスクール２０２１第二部の開催

結果について（東京大学大学院 出町和之氏） 

 （４）その他 

 

５．審議事項 

（上坂委員長）時間になりましたので、第４８回原子力委員会定例会議を開催いたします。 

  本日の議題ですが、一つ目が「「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた検討に

ついて」、二つ目が「上坂原子力委員会委員長の海外出張報告「ＩＡＥＡカンファレンス

２０２２「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｔｏｐｉｃａｌ 

Ｉｓｓｕｅｓ ｉｎ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ Ｓａｆｅｔｙ－Ｓｔｒ
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ｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ ａｎｄ Ｉｎｎ

ｏｖａｔｉｖｅ Ｒｅａｃｔｏｒ Ｄｅｓｉｇｎｓ－」」について、三つ目が「Ｊａｐａ

ｎ－ＩＡＥＡ原子力エネルギーマネジメントスクール、２０２１年第２部の開催結果につ

いて（東京大学大学院 出町和之氏）」、四つ目が「その他」であります。 

  それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

（進藤参事官）一つ目の議題は、「「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた検討に

ついて」です。 

  １１月２２日の第４６回原子力委員会定例会議において、「原子力利用に関する基本的考

え方」の本文案を事務局より提示いたしました。その後の議論の内容を踏まえ、本文案を修

正いたしましたので、事務局から説明をさせていただきます。 

  それでは、説明をお願いいたします。 

（梅北参事官）それでは、説明させていただきます。 

  資料、本文の素案そのものを説明させていただきます。２週間前、原子力防災の担当参事

官の方から原子力防災の現状について御説明を頂きました。そのときの議論を踏まえまして、

今回素案を一部修正させていただいておりますので、その説明をさせていただきます。 

  その他、事務局で何度も読み直し、文章の流れが日本語として変だという部分は適宜修正

しておりますけれども、細かいところは今日の説明からは割愛させていただきます。 

  それでは、１０ページを御覧ください。 

  １０ページ、（４）の健康影響の低減に重点を置いた防災・減災の推進というところで、

見え消しで修正箇所が分かるようにしておりますけれども、前回の原子力防災担当参事官か

らの御説明を基に、趣旨を明確化したという意味で修正を加えております。修正部分ですけ

れども、「防災・減災の推進に当たっては、国や自治体等は、地域毎に定める避難計画の充

実に努め、ＩＡＥＡ等国際基準・安全要件も参照しつつ、避難基準を機械的に適用するので

はなく、放射線被ばくリスクと避難等に伴うその他の健康上のリスクを比較した上で柔軟に

対策を図る」と。こういった文章に修正した理由ですけれども、福島の事故の際の、ちょっ

とここはいろいろ意見があるかとは思いますけれども、必ずしも機械的に一定の線量を超え

たからといって避難させると、健康上の障害がある人は、避難させることによって放射線リ

スク以外の原因で悪化させてしまうということもあるというふうにも言われておりますので、

その点を明確に柔軟に対応するということを記載させていただいております。 

  続いて、１３ページを御覧ください。 
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  ここは、前回議論にあったというところではありませんけれども、事務局及び他省庁、規

制庁等からもちょっと意見を頂きまして、意味を明確化したという趣旨で修正をしておりま

す。修正部分ですけれども、ここの文章、もともとは規制当局と事業者又は原子力関係機関

が、主語が一体化して、その後の行為というかアクションを、またそれも一体して書かれて

いて、つながりが分かりにくいところがございましたので、原子力関連機関の定義はまた別

途、参照の参考資料で示そうとは思っておりますけれども、ここで言う国若しくは事業者の

ことを指しますけれども、「規制当局は審査プロセスの改善を図っており、原子力関連機関

は立地地域への丁寧な説明等を図ってきている」と、明確に主語と述語を１対１にさせるよ

うにしました。 

  あと、ここの赤いところですけれども、「規制当局及び原子力発電事業者双方が議論を尽

くした上で、規制当局が基準の適合性について厳正に判断する」ということを明確化する意

味で、ここはきちんと書かせていただいております。 

  あと、最後のところは、規制当局及び事業者の、それぞれの努力が重要であって、継続す

ることが期待されるという、継続についても書いております。 

  続いて、１８ページを御覧ください。 

  前回、原子力防災の方から御説明いただいたときに、質疑応答の部分だったとは思います

けれども、今のロシアによるウクライナへの武力攻撃、原発も含まれているということもあ

りまして、不安が高まっているというところもありますので、それについての記載を、もと

もとあったんですけれども、より充実させております。 

  赤いところを簡単に紹介させていただきますけれども、途中から読みます。「我が国とし

てもこのような極限の事態も想定した対応を図れるよう、自然災害などによる原子力災害と

の違いを認識しつつ、指揮命令系統に混乱が生じないよう、国際機関や政府の原子力関連機

関、危機管理組織等が連携して対応を不断に検証する必要がある」と。この前も説明もあり

ましたけれども、自然災害などの原子力防災及び武力攻撃による原子力の事故、それぞれ対

応の法体系が異なる、若しくは体系の対応する組織も異なってくるという。当然重なる部分

も多々あるということで、指揮命令系統に混乱が生じないようというふうに書かせていただ

いております。 

  ここから先、よりその対応の内容について明確化していくということもありまして、ちょ

っとこれは国会答弁を参考にさせていただいておりますけれども、より詳しく書かせていた

だいております。 
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  「また、平素の原発の警備については、一義的には警察機関が実施するが、我が国への武

力攻撃に対しては、事態の状況に応じて「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国

の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」や「武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律」等の枠組みの下で、原子力施設の使用停止命令、住民

避難等の措置を準備しており、万一原発への弾道ミサイル攻撃があった場合には、自衛隊に

よる多層防衛により対処することとしている。こうした対策に「終わり」や「完璧」はない。

日本の国民の命や暮らしを守るために十分か、引き続き、関係省庁・関係機関が連携し、対

応を不断に検証し、改めるべき点は改善していくことで、安全確保に万全を期していく必要

がある」というふうに、この武力攻撃に対してもしっかりと対応を図る必要があると。その

具体的な対応も検討がもう進んでいるということを書いております。 

  １８ページの下ですけれども、これは以前、原子力委員会と規制委員会の間で意見交換を

した際に、規制委員会から問題提起されたものを改めて書かせていただいております。大学、

病院等で、当初は当然利用目的はあったと思いますけれども、もはや利用実態がなく保管さ

れている放射性物質があるということでありまして、これについて書かせていただいており

ます。こういった「利用実態がなく保管だけされている放射性物質が全国の多くの民間又は

公的な事業所等に分散して存在しており、法令上の管理下にない放射性物質が発見される例

も多数あることから、安全上及び核物質防護上のリスクの顕在化が懸念される。これらのリ

スクを低減させるため、このような放射性物質の集約管理を実現するための具体的な方策に

ついて、関係行政機関及びＪＡＥＡ等が連携協力して必要な検討をすべきである」と。これ

については、規制庁中心にこれまでも議論されているところでございますけれども、問題が

引き続き残っているということで、記載させていただいております。 

  続いて、２７ページ、ちょっと細かいところですけれども、研究開発活動を支える基盤的

施設・設備の強化というところで、これは青砥先生からお話しいただいて、必ずしもＪＡＥ

Ａだけではないだろうと、国の研究機関という話もございました。おっしゃるとおりでござ

いますので、その点、「ＪＡＥＡ等の研究開発機関」というふうに書かせていただいており

ます。 

  最後、２９ページ、これも委員の先生方から御意見いただきましたけれども、「はじめに」

があれば、「おわりに」があった方がいいんではないかということもありまして、「おわり

に」の方は次につなげる文言というか、記載も書かせていただいております。 

  まず、「本「基本的考え方」、政府、原子力関係事業者、国民に対して、我が国の原子力
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政策の今後の長期的な方向性、中期的な重要事項を示すものであること、などの性格を有し

た文書である。原子力委員会では、毎年、我が国の原子力利用に関する現状、取組の全体像

について、国民に対する説明責任を果たしてくために「原子力白書」を作成・発刊している。

「原子力白書」は本「基本的考え方」のフォローアップとしての役割も有しており、原子力

委員会としても、「原子力白書」を通して、本「基本的考え方」で示した我が国の今後の原

子力政策の方向性や重点的取組に関する状況などについて、広く社会に発信していく。また、

主要懸案事項に関しては、俯瞰的立場から、適時適切に原子力委員会として見解を示してい

く。なお、原子力を取り巻く環境は常に大きく変化していくこと等も踏まえ、本「基本的考

え方」についても５年を目途に適宜見直し、改定するものとする」というふうに結んでおり

ます。 

  説明は以上になります。 

  ちなみに、それ以外、配っておりますポイント案、概要案についても対応する部分は修正

させていただいております。 

  以上です。 

（上坂委員長）御説明ありがとうございました。 

  それでは、議論をお願いします。 

  まず、佐野委員からよろしくお願いいたします。 

（佐野委員）御説明ありがとうございました。私の方からコメントはございません。これで結

構です。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、岡田委員、よろしくお願いいたします。 

（岡田委員）私の方からお聞きしたいことがあるのですが、１３ページの（３）の着実な軽水

炉の利用に向けた取組のところの先ほど説明があった５行目で、「真摯な説明」を「丁寧な

説明」に変わっているのですが、私もこのところは「丁寧な」の方がいいと思うのです。た

だ、ここはどうして「丁寧」という言葉を使ったのかというのを説明していただきたいので

すが。 

（梅北参事官）ありがとうございます。 

  ここは、実は事務局の中でも、若しくは私自身もいろいろ考えまして、どちらがいいんだ

ろうと。これは受け止め方によるとは思いますけれども、「真摯な」という言葉と「丁寧

な」、どちらがより客観的な表現かなということを考えたときに、「丁寧な」の方が客観的
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ではないか。「真摯な」というのだと、肩入れするというわけではないですけれども、主観

的な表現になっているのかなというふうに感じて、事務局内でも話し合って、「丁寧な」と

いう方がいいのではないかというふうにさせていただきました。 

（岡田委員）私も「丁寧な説明」の方が分かりやすくて、そういう姿勢でいきますよというこ

とが表れているので、いいと思います。 

  あと、もう一つですけれども、２９ページのところの（３）若手・女性の活用、「理系・

文系を問わない」を「専門分野を問わない」という題に変えていますよね。そこと２７ペー

ジのところは、３．９の基本目標のところの二つ目のパラグラフのところは、「若い世代や

女性の比率を高め、人材の文理融合を強化する」、これでもいいと思うんですけれども、こ

こは同じことを言っているのかどうかということをお聞きしたいのです。 

（梅北参事官）すみません、確認が十分でなかったかもしれませんけれども、ここでもともと

の先生が今おっしゃった「理系・文系を問わない」という部分を「専門分野を問わない」と

いうふうに変えさせていただいた理由は、いろいろ意見はあるとは思うんですけれども、事

務局内でも議論をしている際に、最近余り理系・文系、使わないことはないとは思うんです

けれども、もう大学内若しくは社会の中でも、理系と文系という二項対立軸で利用が進んで

いないというよりは、むしろその分野はそれなりには進んでいるという話も出ましたので、

ここは理系・文系という二つのカテゴリーに分けるんじゃなくて、理系も文系も入ったあら

ゆる専門分野が融合していくということが大事なのではないかという意味で、理系・文系と

いう言葉は使わないようにしました。先生に指摘された部分については、ちょっとまた考え

たいと思います。 

（岡田委員）ありがとうございました。 

（上坂委員長）それでは、参与の方々からも専門的な観点から御意見を頂ければと存じます。 

  まずは、青砥参与、よろしくお願いいたします。 

（青砥参与）事務局、どうもお疲れさまでした。ここ数か月にわたって、骨子、それから本文

案という議論をいろいろさせていただいて、様々な議論、コメントが出される中で、適切に

対応されていると思いました。特に私の方からはこれ以上のコメントはございません。お疲

れさまです。 

（上坂委員長）それでは、畑澤参与、よろしくお願いいたします。 

（畑澤参与）取りまとめいただきまして、大変ありがとうございました。ここで議論されたこ

とが忠実に反映されて、かつ、未来志向的なものに出来上がったのではないかと思います。 
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  一つだけコメントですけれども、１８ページの「指揮命令系統に混乱が生じないよう」と

いうところが大変重要だと思いまして、私、２０１１年の福島事故のときに大阪大学附属病

院の病院長補佐をしておりまして、ここの医療班を派遣する係をしておりました。やはり

時々刻々と指揮の出どころが変わってしまいまして、医療現場の方で大変対応に苦慮したと

いうことを経験いたしました。ですので、ここの下の方に、「関係省庁・関係機関が連携し」

とありますけれども、医療現場の方は十分な対応する意思と能力は持っているわけですけれ

ども、それをいかにうまく適切に使うかというのは、やはりこの指揮命令系統だというふう

に思いますので、根本的なことがここに書き出されていて、このように進んでいただければ

いいなと思った次第です。 

  以上、コメントですので、これを何か変更するとかそういうことではありませんので、そ

このところを指摘しておきたいと思います。 

  私の方からは以上です。ありがとうございました。 

（上坂委員長）私も、事務局の大変な御尽力で、この重要な「基本的考え方」の文章が完成に

近づいているという印象でございます。 

  それで、幾つかコメントで、繰り返しになるかもしれません。まず１ページ目の「はじめ

に」のところ。これは文章というよりは、先ほども御言及ありました参考資料で結構ですが、

官庁の原子力関係の組織と分掌の役割分担を明確に書いていただけると、分かりやすいかと

思います。それは今後の参考資料のことでございます。 

  それから、今、畑澤参与からも御指摘があった福島の避難のことです。まずしっかりと避

難計画を準備するということ。それから現場の判断も尊重して柔軟にということ。この二つ

の両輪が重要だと。現在、わが国で原子力の重要な方向が今決まろうとしていますが、そこ

で福島を決して忘れないということは、絶対原則であるということです。その後の教訓。そ

ういうことをしっかりとここに明確に書いておくということが重要かと思います。 

  それから、１３ページの（３）です。原子力関連機関、それから規制当局、原子力発電事

業者の役割分担をここで明確に書いた。主語を明確にしたということであります。これも重

要であります。 

  それから、１８ページ。外務省の方から説明がありましたが、平時の核セキュリティとそ

れから有事の対応、ここが分かるところまでしっかりと書いていくと。最大限努力するとい

うことで、それが現状このようになっているという理解であります。 

  また、１８ページの一番下の部分は、これは原子力委員会と原子力規制委員会の意見交換
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会でも話題になった事項なので、ここもしっかりと書くことは重要だと思います。 

  それから、２４ページ。これも参考資料の対応で結構ですが、この一番下のパラグラフの

「低レベル放射性廃棄物に関する処理・処分に向けた考え方(見解)」。これは去年１２月に

原子力委員会が発出しました。そこには３行ほど上にある、核医学・放射線治療等で出てく

る廃棄物のことが記述されていなかったので、ここでしっかりと記述したということです。

これでこの「基本的考え方」で、低レベル放射性廃棄物に関する処理・処分の基本的考え方

は、原子力発電所、大学・研究機関、それから医療機関からのものを、全てカバーしたとい

うことで、完結するということです。これも参考資料で分かりやすい図で描いていただく。

これで完結したのだということが明白と思います。参考資料を活用して、分かりやすく説明

していただければと存じます。 

  また、最後、「おわりに」も書けたということで、体裁も整ったと思います。 

  私からは以上のコメントでございますので、是非引き続き最終版の方に向けて鋭意努力を

お願いしたいと存じます。 

  ほかに何かコメント等ございますでしょうか。 

  ないようでしたら、ありがとうございました。 

  本案につきましては、本日の議論を踏まえまして、事務局にて修正を行ってください。今

後も引き続き議論を続けていきたいと存じます。 

  議題１は以上であります。 

  ここで、畑澤参与に関しては御退席、よろしくお願いします。 

（上坂委員長）それでは、議題２について事務局から説明をお願いいたします。 

（進藤参事官）二つ目の議題は、上坂原子力委員会委員長の海外出張報告「ＩＡＥＡカンファ

レンス２０２２「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｔｏｐｉｃ

ａｌ Ｉｓｓｕｅｓ ｉｎ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ Ｓａｆｅｔｙ－

Ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ ａｎｄ Ｉ

ｎｎｏｖａｔｉｖｅ Ｒｅａｃｔｏｒ Ｄｅｓｉｇｎｓ－」」についてです。 

  それでは、上坂委員長より御説明をお願いいたします。 

（上坂委員長）それでは、時間が限られていますので、要点のみ御説明したいと存じます。 

  それでは、資料第２号を御覧になってください。 

  今御紹介があったＩＡＥＡの通称ＴＩＣカンファレンスと呼ばれるものでありまして、原

子力施設の安全に関する話題の国際会議であります。 
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  次のページへいっていただきまして、場所はオーストリアのウィーン、ＩＡＥＡの本部で

行われました。 

  出張期間は、以上、このとおりでございます。 

  渡航目的は、この会議に出席し、講演とパネルディスカッションを行うと。それから、並

行してＩＡＥＡの幹部との意見交換を行うということでございます。 

  次のページに全日程とプログラムがございまして、細かくて見にくくて恐縮ですが、会議

は４日間ありました。それで、最初の３日間は午前中、最初のセッションはプレナリーセッ

ションということで、基調講演とパネルディスカッションが行われました。その後、この図

にありますようにパラレルセッション１、２、３、４が設けられて、それぞれの課題につい

て講演と質疑がなされました。 

  それでは、次のページで、まずはＴＩＣというこの会議の概要、趣旨です。ＩＡＥＡカン

ファレンス「原子力施設の安全に関する話題」（ＴＩＣ）は、原子力安全規制当局、プラン

ト設計者及び運転者、技術支援組織、その他関係者が関心ある加盟国及び他の国際機関から

集まって、原子力施設の安全に関する現在の実践と課題について話し合うために、１９９８

年から定期的に行われています。 

  過去にトピックスですけれども、安全の継続的改善や既設原子力施設の安全性確保。それ

から先進的な水冷却原子力発電の安全性実証に関わる問題。最近では、進化した革新炉設計

の安全性、特にＳＭＲや次世代原子力発電所の配備。そして、ここでのＩＡＥＡの現在の取

組ですけれども、革新炉の安全性に関する幅広い活動で、進化した革新的な原子炉に対する

ＩＡＥＡ安全基準の適用、２番目が、安全に関する課題や経験、進化した革新的原子炉設計

の安全保障、国際保障の考慮事項を議論するためのプラットフォームの提供と。それから、

加盟国からの要請は、ＩＡＥＡ安全基準の実施を促進・支援して、科学技術革新に対処する

ことによる安全基準の強化であります。 

  以上を踏まえて、会議の目的は、進化した革新炉設計の安全性と許認可に関する進展と課

題を捉え、幅広い側面から情報交換。目標が、進化した革新炉設計とその許認可戦略で用い

られる安全性アプローチと実践についての理解を深めることであります。 

  それでは、次のページからは会議の内容、講演と議論の内容を要点のみお話ししたいと存

じます。 

  まず、初日、オープニングセッションの後に、パネルディスカッション“Ｔｏｗａｒｄｓ 

ｈａｒｍｏｎｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｓａｆｅｔｙ ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ：ｒｅｇｕｌａ
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ｔｏｒｙ ａｎｄ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ”ということで、安全と

規制と産業の調和に向けてというパネルディスカッションがありました。 

  まず登壇されたのが、カナダの規制原子力安全委員会の委員長のＶＥＬＳＨＩさんです。

彼女は、ＩＡＥＡが今年の７月発表したＮｕｃｌｅａｒ Ｈａｒｍｏｎｉｚａｔｉｏｎ Ｓ

ｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ（ＮＨＳＩ）を推進のために最も重

要なのは、技術面・規制面での国際的な協力であると。米国との共同で建設しているＳＭＲ、

ＢＷＲ等を例に、エネルギーの危機が叫ばれる中、安全性を妥協せず、効率的で効果的に目

標を達成することが重要であると強調されました。 

  次に、フランスの原子力委員会の委員、Ｃａｄｅｔ－Ｍｅｒｃｉｅｒさんが、ＥＵにおけ

るＳＭＲのパートナーシップ提携に向けて、欧州１４か国の規制当局や産業界から１７人の

専門家により、ＳＭＲのデザイン認可等について討議されたと。会議のテーマは、Ｈａｒｍ

ｏｎｉｚａｔｉｏｎの実現には、新鋭ではなく成熟したデザイン、共通の時間枠、規制当局

からの見直しとライセンス使用の協力が必要であるということです。今後はフランスの原子

力安全規制当局や放射線・原子力安全局と情報を交換しながら、ＳＭＲパートナーシップを

確立されていくということでございます。 

  次のページ、５ページです。これが私の講演でありまして、「次世代革新炉の電力・非電

力応用の調和」と題しまして、まず日本の原子力の概況とそれから経産省エネ庁が出してお

ります革新炉の技術ロードマップの話。そしてＪＡＥＡが進めている高温ガス炉ＨＴＴＲの

現状と熱・水素製造、それから再稼働が期待される「常陽」での医療用のＲＩアクチニウム

の製作と放射性廃棄物の研究。それからこういう革新炉の安全性と安全基準の話をしました。 

  それで、特にここで、ＪＡＥＡは、このＨＴＴＲや「常陽」について、ＩＡＥＡや第４世

代原子炉システム国際フォーラム（ＧＩＦ）において、これらの安全基準策定の活動に参加

している。引き続き貢献していきたいということを申し上げました。 

  次のページに、このパネルディスカッションの様子と登壇者の写真や名前、組織が掲載さ

れています。 

  次のページです。同じセッションで、４番目がアメリカのＧＥ－Ｈｉｔａｃｈｉの副社長、

ウォルソンさんが、ＧＥ－Ｈｉｔａｃｈｉは、高経済性単純化沸騰水型原子炉（ＥＳＢＷ

Ｒ)からＳＭＲ ＢＷＲＸ－３００を建設した過程を例に、Ｈａｒｍｏｎｉｚａｔｉｏｎと

Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎに取り組んだ状況を報告されました。カナダと米国との協

力以外に、ポーランド、スウェーデンとの技術協力も行われているということであります。 
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  次に、Ｗｏｒｌｄ Ｎｕｃｌｅａｒ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＷＮＡ）のＢｉｌｂａｏ 

ｙ Ｌｅóｎさんから、気候変動、それから今後のエネルギー危機に関する原子力の必要性

の強調。それからＳＭＲやマイクロリアクターの建設の必要性の話がありました。 

  それから、その後パネルディスカッションがありまして、ＩＡＥＡから質問が出されたと。

三つの質問がありまして、原子力におけるＨａｒｍｏｎｉｚａｔｉｏｎとＳｔａｎｄａｒｄ

ｉｚａｔｉｏｎは長年議論されてきたけれども、なぜ今それが可能だと思うか。Ｈａｒｍｏ

ｎｉｚａｔｉｏｎとＳｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎの文脈における国際的なレビューの可

能性を、あなたはどのようにみて、機能させるための重要な要素は何か、最大の課題は何か。

ＨａｒｍｏｎｉｚａｔｉｏｎとＳｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎに関連する多くの議題で議

論をしていると。では、現実的な成功はどのようなものになると思うかと。また、ＳＭＲの

優先ライセンススキームをグローバルに導入できるとしたら、どういうことになるかという

ことでございます。 

  ちょっと詳しくなりますが、私の回答を次のページで少し説明させていただきたいと存じ

ます。 

  対象となる炉概念や技術が明確にならないと、なかなか具体的な検討を進めるのが難しい

であろうと。ＳＭＲ等を開発するベンダーと技術を所有する研究機関が情報を提供して、規

制機関と対話を行って、炉概念に対する安全性の重要事項について、ＴＩＣ２０２２等の国

際コンセンサスを形成する活動が有効と考えられます。 

  また、日本は革新軽水炉では開発段階、一方、ナトリウム冷却炉、高温ガス炉は開発と審

査の知見があります。情報を提供することで安全基準策定に貢献できると。これらの革新炉

は、発電以外に、今後、水素製造、熱供給、放射性廃棄物の減容・有害度低減、ＲＩ製造の

多目的利用の安全性にも考慮が必要であるということであります。 

  それから、ＩＡＥＡが整備した安全基準類はＳＭＲ等革新炉に一部適用できますが、炉心

や冷却系、格納系等の設備の安全設計は修正等が必要で、既存軽水炉と異なる安全設備設計

は要検討であると。特に革新炉では厳しいプラント状態を想定しても炉心損傷に至らないこ

とを追求する傾向があり、どこまでその有効性、シビアアクシデント対策を実装すべきかの

判断が重要である。 

  それから、最後の回答に関しましては、各国で様々な炉型が提案され、より一層安全性向

上が期待されると。理想は、達成すべき安全性のレベルを共通の尺度で「確率論的な数値目

標」がありますが、国により適用状況は様々であると。定量的に完全な安全基準の国際標準



－12－ 

化は難しいですけれども、ＩＡＥＡが整備した安全基準類で先行事例に関する情報を取得し、

良い安全確保のアプローチを導き出して、それを各国は参照して、実情に合わせて革新炉の

安全の枠組みを形作るのが現実的と考えるということを発言しました。その後、議論が行わ

れたということであります。 

  それ以外のセッションの紹介を簡単にしたいと思いますが、その後のパラレルセッション

であります。 

  これは最初の方は、ヨーロッパのＷｅｓｔｅｒｎ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｎｕｃｌｅａｒ 

Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｓ ａｎｄ Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｗｏｒｋｉｎ

ｇ ＧｒｏｕｐのＣｈａｉｒの方からのＳＭＲに関する説明。次が、これは注目に値します

が、ＵＡＥの規制局から、現在建設し、稼働が進んでいるバラカ原子力発電所の状況の講演

がありました。 

  それから、次が、キューバです。次がイランのＳＭＲの開発状況の講演がありました。 

  次のページです。９ページ。こちらは、これはＩＡＥＡからの二つの講演です。ＩＡＥＡ

としては、特に今後２年間、このＮＨＳＩ活動をしっかりと続けていくと。ここにあります

ようなワーキンググループ１、２、３と、それからその下にもテクニカルなことのワーキン

ググループを作り、しっかりと国際会議を運営していくという説明がありました。 

  次のページで、これは２日目の朝です。こちらもパネルディスカッションで、Ｓａｆｅｔ

ｙ Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ、Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ａｎｄ Ｐａｔｈ Ｆｏｒｗａ

ｒｄということで、安全実証と課題と方策です。 

  １番目が、先ほどと同様、ＵＡＥからのバラカ発電所の建設状況です。厳しい天候や、福

島の事故等によるデザインの変更があって、非常に苦労しながら進めているという様子の説

明がありました。 

  また、次が、アメリカのＮＲＣ規制局の方から、新しい規制の枠組み「Ｐａｒｔ５３」、

パフォーマンスベースド、それからリスクベースドの取組の説明がありました。 

  次のページで、１１ページです。こちらは、イギリスです。最初がイギリスからの説明で、

ＳＭＲの状況で、特に、ＳＭＲの建設で革新的なデザインや技術と、安全性が証明されたも

のかのどちらかを優先させるのかが課題。革新的な技術を規制に取り入れるには、ベンダー

側の責任が大きくなると予想されるということを問題視していました。 

  それから、次ですけれども、ドイツからの講演でありました。 

  次のページですが、こちらはパキスタンからの講演、それから次がベルギーからの講演で、
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真ん中がＭＹＲＲＨＡという、Ｍｕｌｔｉ－Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｈｙｂｒｉｄ Ｒｅｓｅａｒ

ｃｈ Ｒｅａｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｈｉｇｈ－ｔｅｃｈ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ─これは

加速器駆動炉です─の研究炉をＥＵ全体でやろうと。サイトはベルギーを検討していると。

その話があったのが注目されていました。 

  また、アルゼンチンからもＳＭＲの検討状況です。これはＶＥＬＳＨＩさんの御報告であ

りました。 

  次のページでが、エジプトの講演で、ここで溶融塩炉の話があるのが非常に注目されまし

た。 

  それから、次の木曜日です。まずプレナリーセッションで、今度これはＳＭＲとマイクロ

リアクターということで、更に小さいリアクターに関することです。まずアメリカのＮｕｃ

ｌｅａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅから、小型軽水炉とマイクロリアクターの説

明があったということであります。その安全に関する説明があったということであります。 

  それから、次のカナダでＳＭＲの非常事態の対応の説明がありまして、原子炉建設の経験、

技術のない国がＩＡＥＡの１９の基準に合格しなければならないのは不公平で、基準の数を

減らすことはできないか等の意見も出されました。 

  次、１６ページにいって。まずは、フランスからのＥＤＦ電力会社からの講演。それから

アルゼンチンのＳＭＲの計画に関する説明がありました。 

  次のページです。これはアメリカのＮＲＣからで、サイバーセキュリティの評価法の枠組

みの話があり、特にサイバーセキュリティの訓練も重要であるということが強調されました。 

  それから、最後の日のパラレルセッションで、まず私はＡＩのセッションに行きました。

一番上の説明は、ＩＡＥＡの方からＩＡＥＡの「Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇ

ｅｎｃｅ ｆｏｒ Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇ Ｎｕｃｌｅａｒ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

ｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」という新しい出版物の内容の説明が

ありました。 

  また、ＵＫからＡＩの適用に関する講演がありました。 

  次のページで、１９ページ。今度はＥｘｔｅｒｎａｌ Ｈａｚａｒｄｓのセッションに移

動しまして、ベルギー、それからアメリカでの外部ハザード対策、それからリスク情報活用

分析の講演を聞きました。 

  最後はクロージングセッションで、次以降にまとめてあります。 

  ＩＡＥＡはＯＥＣＤ／ＮＥＡ、ＧＩＦと連携して、こういう活動を今後も調和して進めて
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いくということであります。 

  最後ですが、まとめで、２０ページ。多くの興味深い考えと教訓が議論されました。それ

で、最終目標に達するのは非常に挑戦的であると。各国は主導権を守る必要がありますが、

業界の標準化にも限界があると。このような課題に面していても、調和と標準化に向けて取

り組む必要があると。そのために努力の重複を避ける必要があるということでございます。 

  次の最後のページです。マイクロリアクターとＳＭＲは設計固有の課題があるということ

が強調されました。そして、最後の国際的な共同作業ですね、規制当局間の調和は容易では

なく時間を要する。偏見のない考え方が必要不可欠。協力している規制当局のプログラムと

必須条件の違いを理解する。ＳＭＲやその他の革新的な原子炉設計の審査から学んだ教訓を

共有する。多国間の合意は二国間での合意から学んだ教訓を生かすべき。プロセスの定期的

な評価と改善は共同作業に不可欠であると。そういうことが確認されました。 

  一部議事録が抜けている時間帯がありますが、そこはＩＡＥＡの幹部とバイ会談がありま

した。特にエブラール原子力安全セキュリティ局の事務次長とも話しました。この会議の主

催者の一人です。次世代炉、革新炉は様々なデザインがあるので、それを調和と標準化する

のはそう容易な作業ではないと。チャレンジングであると。しかしながら、ＩＡＥＡはＯＥ

ＣＤ／ＮＥＡとＧＩＦと協力して、ずっと国際的なフロアからの活動を図っていくというこ

とを強調されておりました。 

  速足でしたが、以上が私からの会議の報告でございます。 

  それでは、質問、コメント等をまず佐野委員からよろしいでしょうか。 

（佐野委員）詳細にわたる御説明をありがとうございました。 

  私はこの会合ＳＭＲあるいはマイクロリアクターに関する規制と技術についての会合はＩ

ＡＥＡがオーガナイズしたわけですが、非常に重要だと思います。私の理解によると、大き

く技術と規制に分けて、規制の調和は公の機関であるＩＡＥＡなりＮＥＡが絡んでいくので

しょう。他方、技術については、主に民間の個社のリーダーシップによって標準化が進んで

いくのだろうと思います。その両者が共に進んでいく中で、機微情報等々あるのでしょうが、

それをどこかの段階である程度乗り越えた形での規制の調和が保たれていくのだと思います。

このような議論を今のかなり早い段階で行うというのは非常に意義があり、どのような課題

があるかが恐らく抽出されていくのだろうと思います。 

  私は、特にＩＡＥＡがアレンジしたような会合に、日本の規制委員会、規制庁の出席があ

ってしかるべきではないかと考えます。各国とも、カナダの規制委員、アメリカのＮＲＣヨ
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ーロッパの規制関係者、あるいは途上国の規制関係者が参加しているわけですから、日本で

も是非規制側は積極的に参加して、情報収集なり、現在の調和と標準化に関する考え方を把

握していってもらいたいと考えます。 

  以上です。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、岡田委員。 

（岡田委員）丁寧な御説明、どうもありがとうございます。 

  先生がされたパネルディスカッションのところですが、このときのパネリストは３名が女

性で、そして私が今年５月に日本で開催したＷｉＮ－Ｇｌｏｂａｌに出席したときにお見受

けした顔ぶれなのです。ＷｉＮ－Ｇｌｏｂａｌというところでは、ＳＭＲワーキンググルー

プを今後作るという話があって、しかし、そこには日本人は入っていないのです。ここのと

ころ結構重要だなと私は思っていて、日本人の女性も参加できるような何か環境作りをして

いきたいと私は思っておりますけれども、委員長はどうですか。どういう意見をお持ちです

かということです。 

（上坂委員長）２週間前のＩＡＥＡ総会時に示されたＩＡＥＡ方針の１つにありますように、

ＩＡＥＡではグロッシー事務局長は強力に女性幹部のプロモーションを進めています。また、

ＯＥＣＤ／ＮＥＡも、ホームページに組織図と名前、写真が出ていますけれども、幹部のか

なりの方が女性です。このように、国際機関への女性の進出が進んでいるというのは、もう

こういう情報を見てすぐ分かります。 

  そこの皆さん全員が必ずしも理工科系で工学・理学部の出身でもなく、人文社会系、法学、

経済とか国際関係等の出身の方々もいらっしゃいます。佐野委員も法学出身ですね。やはり

国際機関というのは非常に広い分野の方々からプロモーションがあって、ポジションに就か

れて重要なお仕事をされると思います。先ほどの「基本的考え方」の議題で、岡田委員がお

っしゃっていたように、原子力分野をかなり広く考えて、人文社会系の方々がどんどん入っ

てくれるようにしていくと。そうすると原子力分野に、日本人の女性がもっと入って活躍で

きるかと思うのですよ。 

（岡田委員）日本にも女性の研究者技術者は多分いらっしゃるのだと思うのですよね、そうい

う方を発掘していきたいと私は思っております。ありがとうございました。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、青砥参与、専門的なお立場からよろしくお願いします。 
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（青砥参与）お疲れさまでした。 

  一つは、御存じでいらっしゃると思いますが、今年の１月にＯＥＣＤ／ＮＥＡの戦略ステ

ージがありました。今回のＮＨＳＩに関連する内容もかなり活動が具体的になっており、そ

れぞれ有力な国際機関がそういった動きをだんだん盛んにしていく。そうした中で開かれた

会合だというふうに認識しますと、二つほど確認させていただきたいことがあります。一つ

は、やはり皆さんも御存じのとおり、原子力エネルギー利用をした場合に、アクシデント時

の影響はその国にとどまるというわけにはいかない状態になると思います。また、ここで議

論されましたように、ＳＭＲ等の新たな炉を入れていこうとしたときにも、規制側の対応と

いったものも、それを一方的には勝手に決めるようなレベルではないというふうに思います。 

  出席された会合の議論の中で、原子力先進国の規制側は総論としてウエルカム、エジプト、

イラン、キューバなどの今後導入を本格化させようとする国々からは様々な意見が出たとの

ことですが、お聞きしたかったのは、一つは、そういう我々としては必要だと思うグローバ

ルな規制標準あるいは大枠を合意する考え方について、会合の実際の雰囲気はどのような印

象だったのか。欧州等では難しそうな雰囲気がありそうで、統一的な話を作るのはなかなか

難しい、ケース・バイ・ケースみたいな状況が読み取れるのですが、全体としてはどのよう

な感じだったかといったところをお聞かせいただきたい。それから、佐野委員もおっしゃっ

た、様々な国の規制機関が出席して議論をしている中に、残念ながら我が国の規制機関の姿

が見えないことについて、今後原子力委員会としてはどう働きかけをしようとお考えなのか

を、お聞かせいただければと思います。 

  以上です。 

（上坂委員長）重要な御指摘、ありがとうございます。 

  一つ目の質問に関して、全体の雰囲気ですが、私の資料は講演の内容とディスカッション

の一部しか書いていないのですが、非常に活発な議論がありました。そこでは規制の方、そ

れからベンダーの方が、高頻度で積極的に質問、発言されていたと。そして、一部ベンダー

の責任が大変だとかいう御発言もありましたけれども、そこをどういうふうに調和していく

か、どこまでやるかということに関して、かなり厳しい議論もありました。 

  ものすごく皆さん真剣に考えているのだなという印象でした。それから、セッションが終

わった後も議論が続きました。私にも、日本の規制機関はなぜこないか、という質問が、ア

メリカやカナダの規制の方からきました。ＩＡＥＡのエブラール事務次長も、大変な難しい

作業ですというふうにおっしゃったけれども、非常に全体の参加者の雰囲気としては、正に
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規制、推進、それから政府、行政、全て協調して議論していこうという雰囲気でした。 

  ここまで、ＪＡＥＡも参加したＧＩＦやＯＥＣＤ／ＮＥＡのいろいろ活動があったので、

かなりもうそこは連携ができている。そして今ＩＡＥＡがこういう形で大きな会議を開いて、

新たに集結の場を作った。私もＱ＆Ａのとき、言ったのですけれども、とにかくその３機関、

ばらばらにやらないでくれと。統一してやってほしいということを言って、ＩＡＥＡも３機

関しっかりとやるというふうに答えてくれました。 

  そういうことで、様々な炉型があるので難しいです。これでも、少なくともここに参加さ

れる方は、非常にそれに対して前を向いて、何とかそこで国際的なスタンダードを作って、

それを各国の許認可標準に持っていきたいと。そういう気持ちを持っている。そういう印象

を受けました。 

  それから、佐野委員から御指摘があった件ですが、原子力委員会と原子力規制委員会と意

見交換会でこの話は議題に出ました。今回はいろいろな革新軽水炉、小型軽水炉、高温ガス

炉、それから高速炉、その他の炉もありました。設計と安全の調和と標準化についての会議

で、ＩＡＥＡ、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ、ＧＩＦを中心に国際的議論の場が作られているわけであ

ります。今回たまたまこのＩＡＥＡのＴＩＣ２０２２年では、アメリカ、カナダ、ＵＫとそ

の他の国からも多く規制機関の講演と質疑がありました。けれども、日本の原子力規制委員

会、規制庁からの出席はなかったということであります。日本の原子力規制委員会、規制庁

もこのような国際的な議論の場に今後は御出席いただいて、議論に参加いただき、情報共有

を図っていただきたいと思う次第であります。 

  以上です。 

（青砥参与）どうもありがとうございます。 

（上坂委員長）ほかに何か御質問等ございますでしょうか。 

  それでは、以上で２番目の議題を終わりたいと思います。 

  次、議題３について、事務局から説明をお願いいたします。 

（進藤参事官）三つ目の議題は、Ｊａｐａｎ－ＩＡＥＡ原子力エネルギーマネジメントスクー

ル２０２１の開催についてです。 

  本日は、東京大学大学院工学系研究科准教授、出町和之様に御説明いただきます。 

  それでは、御説明をよろしくお願いいたします。 

（出町准教授）東京大学の出町でございます。本日はお時間取っていただき、誠にありがとう

ございます。では、よろしければこのスライドを用いて御説明をさせていただきます。 
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  ９月ですね、ＪＡＰＡＮ－ＩＡＥＡ原子力エネルギーマネジメントスクール２０２１のテ

クニカルツアーの実施報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  ２０２１のツアーですけれども、実施したのは今年です。２０２２年１０月２４日～２８

日、月から金の５日間でございました。場所は福島、茨城、東京と３か所で行っております。

実施したホスト機関、こちらにあります５機関が協力して行っております。 

  これはＪＡＰＡＮ－ＩＡＥＡネット、ＮＥＭスクールと呼んでいますけれども、原子力エ

ネルギーマネジメントスクール２０２１の第２部なんです。この２０２１の第１部を昨年度

の９月２７～１０月１９日、実施したんですけれども、そのときコロナの影響で各国から参

加者の方が自分の国からオンラインで参加していただいたんです。オンラインで参加したた

めに、例年のこのスクールで行っています茨城、福島へのテクニカルツアーが実施できませ

んでした。そのために１年遅れとなったんですけれども、２０２１のスクールの第２部を今

年やったという次第でございます。 

  第２部の目的としましては、昨年行いました第１部の講義・グループワークについて、実

際第２部でテクニカルツアーに参加することで更に理解を深めること、更に実際の現場を見

ることで、規模感含めて、原子力関係者と具体的なイメージを皆さんに持っていただくこと、

これも第２部の目的としております。その参加対象者は、昨年、２０２１年のスクールの第

１部の修了者でございます。開催期間は先ほど申しました１０月２４～２８の５日間、月曜

日から金曜日でございます。場所は東京、茨城、福島です。 

  こちらの写真が、初日の２４日にＴＫＰ新橋カンファレンスセンターで行いました開講式

のときの集合写真でございます。上坂委員長を中心に全参加者です。事務局、本当は一緒に

いるんですけれども、参加者で集合写真撮りました。 

  研修生なんですけれども、第１部の方は合計で２０名の方に、外国人、日本人合わせて２

０名の方が第１部参加者だったんですけれども、第２部の方は外国人研修者は９名の方に参

加いただきました。うち女性が３名です。国は、ブラジル、エストニア、インド、インドネ

シア、リトアニア、ベトナム、ポーランドから来ていただきました。日本人研修者も４名の

方、電力から２名、メーカーから２名御参加いただきました。 

  こちらは、開講式の後の上坂先生に１時間強の御講義いただいたときの様子の写真でござ

います。 

  １週間、５日間のプログラムでございますけれども、こちらの表にございます。初日の午

前中は、先ほど申しました上坂委員長から「日本の原子力政策２０２２」というタイトルで
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特別講演を頂きました。午前の講義の終了後、早速バスで茨城に移動して、午後は原子力オ

フサイトセンターと環境放射線監視センターを見学してもらっています。 

  その後またバス移動して、翌日から福島の見学に入っております。火曜日２５日は、東電

の福島第二の見学が午前です。午後がＪＡＥＡさんの楢葉遠隔技術開発センターの見学をし

ております。 

  翌日の２６日水曜日は、東電さんの廃炉資料館と福島１Ｆの見学をしております。午後は、

ＪＡＥＡさんの廃炉環境国際共同研究センターととみおかアーカイブミュージアムの見学を

しております。 

  ２７日木曜日は、午前中は移動の予定で、午後から千代田テクノルさんの見学の予定だっ

たんですけれども、残念ながら２７日の朝に御参加者の方のうち１名にコロナ陽性者が発生

したため、急遽この午後の見学を中止いたしまして、各ホテルに戻ってからのオンラインを

通じましてのグループワークに変更いたしました。 

  翌日２８日、最終日は、午前中だけでしたが、このグループワークの発表会を各参加者は

グループによって発表していただきました。場所は東大の工学部８号館の５階の講義室でご

ざいます。 

  この次のページから各見学先の様子を撮った写真をお見せしたいと思います。 

  まず、初めの訪問先の茨城県の原子力オフサイトセンターさんです。こちらの３枚写真が

ございまして、こちらは原子力再開時の拠点となりますような施設や設備等を見学して、か

つ、こういう質疑応答とかも行っております。その後、茨城県の環境放射線監視センターさ

んへ行って、この写真のように、環境試料の調製とか放射能測定の実験室の見学などをして

いただきました。 

  ３日目、水曜日、東電さんの福島第二の方を見学していただきました。こちらの写真のよ

うに、見学、座学、勉強と、あと実際の現場の廃炉作業の進捗状況の見学をしていただいて

おります。午後は、ＪＡＥＡさんの楢葉の遠隔技術開発センターの見学で、バーチャルリア

リティとかロボット実験等を見ていただきました。 

  それで、木曜日は、またその後の時間は、１Ｆですかね、東京電力さんの１Ｆの廃炉資料

館と１Ｆの見学をしていただいています。午後は、ＪＡＥＡさんの廃炉環境国際共同研究セ

ンターさんととみおかアーカイブミュージアムさんも見学していただきまして、放射線量分

布の可視化技術とか、あとは展示ホールの見学をしていただきました。 

  今回この写真をお見せして、皆さん非常に有意義に見学をしていただいたわけです。この
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２０２１年のスクールの第２部の特徴をまとめると、こんな感じになったと思います。 

  一つ目は、施設の見学を通しまして皆さんに考えるグループ課題を設定できたことが非常

に良かったかなと思っております。具体的にＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎ Ｐｏｉｎｔ ｏｎ Ｓ

ｉｔｅ Ｖｉｓｉｔｓとしまして三つの課題を設定させていただきまして、研修生の方々に

取り組んでいただきました。 

  三つの課題というのが、一つ目がＥｔｈｉｃａｌ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｏｆ Ｒａｄ

ｉａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｓ、二つ目はＤｅｖｅｌｏｐｉｎｇ Ｒｅｓｉｌｉｅ

ｎｔ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ、三つ目が、Ｉｍｐｏｒｔｉｎｇ ｎ

ｅｗ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ａｎｄ ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ ｆｒｏｍ ｏｕｔｓｉｄ

ｅ ｔｈｅ ｎｕｃｌｅａｒ ｓｅｃｔｏｒ ｔｏ ｍｅｅｔ ｎｅｗ ｃｈａｌｌｅｎｇ

ｅｓでございます。この三つのテーマについて、研修生を３グループに分けて、それぞれ一

つずつのテーマに取り組んでいただきました。その取り組んでいただいた結果を最終日、金

曜日に各１０分ずつのプレゼンをしていただいて、かつ、その中で施設見学の総括もしてい

ただきました。これは一つの良い成果かなと思っております。 

  二つは、この２０２２年のスクールの方でも実施したんですけれども、その知見を生かし

て、２０２１の第２部につきましても、新型コロナウイルスの対策をしっかり講じました。

例えば、長時間のバス移動がございましたので、移動の前に、移動前日に新型コロナのウイ

ルス抗原検査を実施しております。東京から茨城に行く前です。あと、最終日です。福島か

ら東京に移動する前、２回、福島でコロナの抗原検査をしております。ただし、福島から東

京に帰ってくる日の前日、研修生さんの中の１名に陽性者が出てしまいましたため、急遽、

木曜の午後の見学は中止して、その代わりに東京のホテルに戻った後、研修生さんをオンラ

インでつないで、グループ課題に取り組んでいただきました。 

  また、東京のホテル、宿泊先の個別申込みをしていただいていたのです。なので、研修生

が１か所に集まることなく、分散化できました。このことによって、結果的にホテルから皆

さん、大人数でどこかへ会食に行くということが、そういう機会を減らせたかなと思ってい

ます。その会食の機会を減らしたことで、感染拡大を防げたのではないかと考えております。

あとは、当然ですけれども、集合時マスク着用と手と指の消毒は義務化いたしました。 

  このように第２部につきましても新型コロナウイルス感染防止策をしっかりと練ったつも

りでおります。 

  この実施後、研修生の方々にアンケートを取りまして、その結果をこの１ページにまとめ
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てございます。 

  総合評価で５点満点のうち４．８点という高い評価を頂きまして、安堵しております。 

  また、点数だけではなくてコメントも頂きました。そのコメントのうち幾つかを抜粋させ

ていただきます。 

  参加者が地震の被災地を見ることができたのは強みであると。特に福島第一原子力発電所

の廃炉計画を知ることができたのは良かった。 

  また、日本がどのように災害に対処し、その後、原子力計画を発展させてきたかについて、

多くのことを学ぶことができた。 

  また、新規制基準に対応するための新しい視点と前向きなモチベーションを与えてくれた。

福島第一、第二原子力発電所を見学し、現場の技術者から学ぶことで、シビアアクシデント

対策の必要性を認識した。法によって規制されるからということではなく、事故後の教訓か

ら、本当に必要なことだと思った。このスクールの一番の強みはテクニカルツアーだと思う。 

  このようなアンケート結果の、これは抜粋だけですが、コメントを頂いております。 

  これらを踏まえて、この２０２１のＮＥＭスクールの第２部の総括をまとめさせていただ

くと、このようになります。 

  昨年度、第１部の修了者が２０名いました。このうち予定が合った１３名の方を対象の第

２部のテクニカルツアーを実施して、参加していただきました。ただし、そこのうち１名の

方が、新型コロナウイルス陽性者が発生して、最後の見学先１か所の中止が余儀なくされた

のですが、その代わりグループ課題に取り組むことができて、研修生の意識共有がその代わ

りできたかなと思っております。あとは、施設の見学先はいずれも研修生から好評でした。

特に１Ｆと２Ｆの見学につきましては、他の国でもこのＩＡＥＡ・ＮＥＭスクールは実施し

ているんですけれども、日本だからこそこういう見学を経験できたということで、高評価を

頂いております。日本のＮＥＭスクールに欠くことのできないプログラムであるとの評価を

頂いております。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

（上坂委員長）出町先生、御説明ありがとうございます。 

  それでは、質疑を行います。 

  それでは、佐野委員からよろしくお願いします。 

（佐野委員）出町先生、御丁寧な説明をありがとうございました。 

  アンケート結果のまとめのところに全てが反映されていると思います。やはり参加者が福
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島第一の廃炉計画、それから被災地を見ることができた、現場の技術者から学ぶことで、シ

ビアアクシデント対策の必要性を認識したと思います。このスクールの一番の強みはテクニ

カルツアーだと思います。我々にとっては残念ですが、やはり事故を起こした現場を諸外国

の若い方々になるべく見ていただいて、実際事故というものはどういうものだったのか、そ

こからどのように立ち上がろうとしているのかを、百聞は一見にしかずといいますか、見て

いただくのが日本のＮＥＭスクールのテクニカルツアーの強みだと思います。今後、事故の

反省の継承をしていけるような形で、ＮＥＭスクールを実施していただければと思います。

ありがとうございました。 

（出町准教授）ありがとうございます。 

  おっしゃっていただきましたとおり、日本のＮＥＭスクールの最大の強みの一つがこの現

場の福島を中心としましたテクニカルツアーでございますので、できる限り今後もこのテク

ニカルツアーは継続していきたいと思っております。誠にありがとうございます。 

（上坂委員長）それでは、岡田委員、よろしくお願いします。 

（岡田委員）出町先生、ありがとうございました。 

  私の方からは、７ページのところの地震の被災地を見ることができたと、写真にはなかっ

たのですが、どの辺を見られたのでしょうか。 

（出町准教授）特に地震の被災地につきましては、バスで市内とかを回りまして、このサイト

に移動する際の町中の風景、バスの車内から見ていただいて、被災地というよりは、復興の

様子を見ていただいたというふうにお考えいただければよろしいかと思います。 

（岡田委員）ありがとうございました。私もバスで回りましたけれども、とても衝撃を受ける

と思うので、見学できて良かったのではないかと思っております。ありがとうございました。 

（出町准教授）ありがとうございます。 

  実は開講式のときに私は研修生の方々に言ったんですけれども、福島の地震があって、事

故があったり、そういう悲惨なことだけじゃなくて、そこから１１年掛けていかに復興した

か、発電所だけではなくて、町がいかに復興したかというところにもちゃんと注目してくだ

さいとお願いして、研修生の方々をバスで送り出しました。ですので、そういう意味では、

非常にポジティブな日本に対する印象を持っていただいたんじゃないかというふうに思って

おります。 

（岡田委員）ありがとうございました。 

（上坂委員長）それでは、青砥参与、専門家の立場からよろしくコメントをお願いいたします。 
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（青砥参与）出町先生、お疲れさまでした。 

（出町准教授）ありがとうございます。 

（青砥参与）私の方からは、少し細かな内容に入って申し訳ないのですが、グループ課題の三

つの課題という、かなり興味深いポイントが書いてあるのですが、これの最終日の総括とい

うか発表の際に先生が受けられた印象深いポイントがありましたら、幾つか教えていただき

たいと思います。 

（出町准教授）この最終日のとき、記憶が少し薄れていて申し訳ないんですけれども、非常に

短時間の割には、私が思うより、私が期待したのは、非常に深いところまで考えている方も

見受けられました。やっぱりちょっと時間が短いために、少し表面的な部分があったんです

けれども、よくウェブとかで分かる情報だけじゃなくて、現場のどっちかというと見学の研

修生さんからの発表の内容としては、いわゆる通り一遍の福島は大変だったね、頑張ってい

るねというだけではなくて、非常に深い視点、記憶が定かではないのですが、驚くような視

点で、やっぱりこれは現場を見たからこそ言えるような視点の総括をしているな、評価をし

ているなという印象がちょっと残っております。繰り返しで、ちゃんと詳しくは覚えていな

くて申し訳ないんですけれども、当日ははっとして、これってそういうことなのという質問

をしたことは覚えております。 

（青砥参与）すみません。かなり細かい内容に入ってしまいました。どうもありがとうござい

ました。 

（出町准教授）ありがとうございます。 

（上坂委員長）出町先生、上坂です。幾つかコメントと質問をさせてください。 

  ２０２１年はコロナ禍でバーチャルで２週間コースをやり、そして１年たって福島ツアー

を対面で行ったと。２年掛かりで行ったと。大変御苦労さまだと思いますし、大成功に終わ

って、すばらしいと思いました。 

  また、今年の２０２２年版、７月に行われましたが、ここでもやはりコロナ禍の影響で、

福島へのツアーはバーチャルになったということを伺いました。実行委員会、それからＩＡ

ＥＡと相談されて、大変でしょうけれども、是非また１週間だけでも２０２２年版参加者に

も対面で福島にも行かせてあげることを御検討いただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

（出町准教授）ありがとうございます。 

  まず、この日本のＪＡＰＡＮ－ＩＡＥＡ ＮＥＭスクールの日本スクールは、上坂先生が
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立ち上げられまして、最初の１回から９回までは先生が校長先生としてこのスクールを引っ

張っていただきました。その関係もありましてですかね、１０月のこの２０２１年の第２部

も、お忙しいスケジュールを縫って開講式に１時間以上の講義のお時間頂きまして、誠に感

謝しております。初めにお礼申し上げたいと思います。 

  御質問ありましたこの件ですけれども、ＮＥＭスクールでやっぱりＪＡＰＡＮ ＮＥＭス

クールが、２０２２年の方につきましても実は、前回の報告会のときに申し上げたのですが、

講義はフェース・トゥ・フェース、対面で行ったのですが、研修生の方の４名ほどに陽性者

が出たためにテクニカルツアーを中止いたしまして、その代わりにビデオを中心としたバー

チャルツアーを実施しております。その方々、今年の２０２２年の参加者の方々、残念なが

ら昨年度の研修生と同様にテクニカルツアー、参加できておりません。非常に心苦しく思っ

ております。 

  まだ決定ではないんですけれども、今年の２０２２年の参加者の方につきましても、でき

る限りテクニカルツアーに参加できる機会を持っていただけるよう、努力したいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それから、前回の２０２２年版のときにお話ししたのですが、このＪＡＰＡＮ－ＩＡＥＡ 

ＮＥＭＳはもう既に１０回開催。これまでの累計の参加者は５００名超えで、半分が外国か

らの方であると。一方、ＩＡＥＡが世界で展開しているＮＥＭスクール全体では、合計ここ

までの研修生は２，０００名を超えたということです。そして、是非そのフォローアップと

いうのも重要だと思いまして、この辺りどうでしょうか。ＩＡＥＡと議論して、これだけ多

くの非常に有望な若手が参加してくださって、今世界の原子力界で活躍していると思います。

彼らのフォローアップの活動。同窓会的な。ここはいかがでしょうか。 

（出町准教授）承知いたしました。 

  実はフォローアップの件につきまして、上坂先生から方針を頂いて、御示唆を頂いており

ます。特にＪＡＰＡＮ ＮＥＭスクールも今年で１０年強、１０回目を迎えまして、１０年

強の回数を重ねております。研修生の方ももう数百名を超えていまして、世界の研修生を加

えて２，０００名、先生おっしゃったとおり超えています。最初のときは各所属先の若手と

いうことで参加していただいたんですけれども、１０年たつとそれなりのポジションに就い

ている方もいらっしゃるかと思います。この機会に、何とか日本だけじゃなくて世界のＮＥ

Ｍスクールの方々がお互い情報交換したり、また必要なコミュニケーションを取れるような
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機会を、日本だけじゃなくて世界のＮＥＭスクールの事務局さんと協働して、そういうシス

テムを構築したいと思っております。 

  こちらについて上坂先生から案を頂いたんですけれども、今度、来年９月にＩＡＥＡの全

体会合が、ウィーンでございます。そのときの第２部というか、サイドイベントとしてこの

ＮＥＭスクールの同窓会的なイベントをオンライン中心で実施したいと。そこで、かつ、そ

の実施の中心をまずは日本が、特に、例えば日本原子力学会さんの若手のグループと協働し

て、そのノウハウを生かさせていただきながら、日本が中心になってまず第１回の同窓会的

なイベントをやって、世界中の研修生とのコミュニケーションの活性ができるような取組を

したいと思っております。 

  以上でございます。 

（上坂委員長）ありがとうございます。是非ＩＡＥＡと相談して進めていただければと思いま

す。 

  それから、最後は私からの検討していただければという事項です。今年、福島国際研究教

育機構が設立され、サイトも浪江町に決まりました。五つの分野があるんですが、その五つ

目の分野が原子力災害のデータの収集と発信ということです。是非今後、ＮＥＭスクール、

来年以降、この１週間、全部でなくてもいいですけれども、その機構で講義とかディスカッ

ションをやっていただく。その結果を是非この機構から世界に発信するということを御検討

いただけると、とてもいい情報発信と宣伝になると思いますし、また、ＮＥＭスクール以外

の国際スクールも、良き前例をみて、そういう形で福島で行うということになるではと期待

するところもあります。実行委員会の方でこの福島国際研究教育機構の分野５との連携も御

検討いただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

（出町准教授）ありがとうございます。上坂先生、ありがとうございます。 

  今頂いた御示唆、是非来年の見学先の候補として、重点的な候補として事務局の方でまず

は検討させていただきます。誠にありがとうございます。 

（上坂委員長）ほかに質問とかコメントございますでしょうか。 

  では、ないようでしたら、出町先生、どうもありがとうございました。 

（出町准教授）どうもありがとうございました。 

（上坂委員長）議題３は以上でございます。 

  次に、議題４について、事務局から説明をお願いいたします。 

（進藤参事官）今後の会議予定について御案内いたします。 



－26－ 

  次回の定例会につきましては、１２月１３日火曜日１４時から、場所は本日と同じ６階６

２３会議室でございます。 

  議題については調整中であり、原子力委員会ホームページなどによりお知らせいたしま

す。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  その他、委員から何か御発言ございますでしょうか。 

  それから、私、このＩＡＥＡのＴＩＣの出張に関しまして、同行いただき、また資料を鋭

意作成いただきました事務局の方に改めて御苦労さまとお礼を申し上げたいと思います。 

  それでは、これで本日の委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 


